
とfか
ロr,J
卜

6垂

噌
i4

今

萩
生
田
国
務
大
臣

茂
木
国
務
大
臣

麻
生
国
務
大
臣

上 武
田
国
務
大
臣

内
閣
人
第
具
七
号

亙

内
閣
総
理
大
臣

検
事
長
に
任
命
す
る

川

国
務
大
臣

〆
》
物
）

謬象蓋趣'ぬ
小 ｜ 赤 ■ 梶
泉 ； 羽 ｜ 山

皇 ' 星景
大 大 大

起案
‐

令
和
写
一野

上
国
務
大

田

年

村
国
務
大

惠
へ

月
｡

－

内
閣
官
房
長
官

内
閣 _且

日

｜
決
定
一
麦|農

震 冷
雨
卜
に
一
年
三
月

令
和
年
月

令
和
年
月

！

検
事

|妄
I
田

辺
泰

令
和 令
和
年
月

年

月

|弘
！ 日 ’

｜ 内 閣 ’



’ ｜

’’

1

1

I
’ ’

｜

’
’

]

I

閣内

』

｜

」

■
■
■
■
■
■
■
■

、
虹

●

’

Ⅱ
‐
田
Ｉ
Ｂ
Ｉ

Ｆ。
■
Ｌ
ｒ

ｌ

ｌ

￥
ｆ

Ｊ
咄

ｒ

配
・
訳

ｌ

■

（
四
月
八
日
以
降
発
令
予
定
）



法務省人検第73号

令和3年3月24日

内閣総理大臣殿

法務大臣

（公印省略）

下記のとおり人事異動を実施したいので，閣議の上，発令方願います。

なお，本件は，令和3年4月7日限りで定年退官予定の札幌高等検察庁検事

長片岡弘の後任に大阪地方検察庁検事正田辺泰弘を充てようとするものであり

ます。

記

大阪地方検察庁検事正 検 事 田辺泰弘

検事長に任命する

（令和3年4月8日以降）
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